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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
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長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .４８７ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について 

 
厚生労働省老健局高齢者支援課から「平成 30 年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果について、下記により公表され

ましたのでお知らせいたします。 

近年、全国においては、養介護施設従事者等による高齢者虐待が大幅に増加しています。養介

護施設におきましては、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定

を改めて御確認いただくとともに、利用者が安心して過ごすことができる環境を提供できるよ

う、従事者等への意識啓発と併せ、組織全体として高齢者虐待防止対策の一層の推進について御

配慮をお願いします。 

 

＜厚生労働省掲載ページ＞  

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 高齢者虐

待防止  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/bous

hi/ 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

「思い出シェアプロジェクト」について 

 
  

「思い出シェアプロジェクト」は、市と清泉女学院大学とが認知症の予防や記憶障害等を緩や

かにするために、シニアの皆様から昔の写真を持ち寄ってもらい、デジタル化して保存した後、

市内の高齢者施設でその写真を活用した「回想法」を実施し、懐かしい思い出を語り合うことに

よる効果を検証していく取り組みです。  
本プロジェクトの第一ステップである「デジタル自分史作成講座」は７月開催しました。今回

は特別養護老人ホーム「松寿荘」で、同大の学生達が入所者６人に昔の市内写真を  
見てもらいながら「回想法」を実施しました、当日の様子を長野市ホームページに掲載していま

すので、是非ご覧ください。  
  
長野市ホームページ  

「長野市トップページ」 → 「組織で探す」 →  

「保健福祉部高齢者活躍支援課」→ 「新着情報」 →  

「思い出シェアプロジェクトについて」 

      
                 問い合わせ先：高齢者活躍支援課高齢者支援担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  
 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/bous
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【ご存知ですか】低所得者に対する利用者負担額の軽減制度について 

 

 

１ 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業及び利用者負担援護事業について 

低所得者のうち、特に生計を維持することが困難な人が介護保険のサービスを利用した場合

に、利用者の負担を軽減するものです。概要及び申請方法は以下のとおりです。  
  
 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 利用者負担援護事業 

対象者 市町村民税世帯非課税で、以下①～⑤の要

件を 

全て満たす人及び生活保護受給者 

①年間収入が単身世帯で 150 万円以下の人 

ただし、世帯員が１人増えるごとに 50 万円

を加算した額以下 

②預貯金等が単身世帯で 350 万円以下の人 

ただし、世帯員が１人増えるごとに 100 万

円を加算した額以下 

③日常生活に供する資産以外に活用可能な資

産がない。 

④負担能力のある親族等に扶養されていな

い。 

⑤介護保険料を滞納していない。 

「社会福祉法人等利用者負担軽減事

業」 

（左欄）を利用してもなお生計の維持

が困難な人で、以下①または②のいず

れかの要件を満たす人 

①市町村民税世帯非課税で老齢福祉

年金を受給している人 

②収入・資産等の状況を考えて、利用

料を減額しなければ生活保護法の

「要保護者」になると認められる人 

＊生活保護受給世帯を除く 

対象 

サービス 

社会福祉法人及び広域連合が提供する次の  
サービス  

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護※、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応

型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応

型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護※、複合

型サービス、介護福祉施設サービス※、介護予

防短期入所生活介護※、介護予防認知症対応型

通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、

介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通

所介護相当サービス  
 

※の付くサービスに係る食費及び居住費（滞

在費）については、介護保険制度における特定

入所者介護（予防）サービス費（負担限度額）

が支給されている場合に限り対象となりま

す。  

全ての在宅サービス・施設サービス  
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２ 特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額事業について 

 
 特別地域（戸隠・鬼無里・大岡の各地区）に所在する事業所（出張所）が行う事業で、特別

地域加算（サービス費用の 15％）が算定されるサービスのうち、下記の対象サービスを利用す

る場合、利用者の自己負担額が 10％から９％に減額されます。（結果として特別地域加算分が

ほぼ解消されることになります。） 

対象者 市民税非課税世帯の方  
ただし、次の①、②の方は対象にはなりません。  
① 生活保護受給世帯の方  
② 「１ 社会福祉法人等による利用者負担軽減」の認定を受けている方   

対象  
サービス 
 

戸隠・鬼無里・大岡の各地区に所在する事業所が提供する次のサービス  
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防・日常生活支援総合

事業の介護予防訪問介護相当サービス  
軽減率 利用者の自己負担が 10％から９％になります。 
申請方法 下欄の書類を、市役所介護保険課（第二庁舎１階）もしくは支所に提出または

介護保険課サービス担当宛てに郵送してください。  

 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 利用者負担援護事業 

軽減方法 介護サービスを利用する際に「軽減対象確

認証」をサービス提供事業者に提示してくだ

さい  

利用料の領収書を添えて「援護金請

求書」を提出してください。  
ただし、援護金の支給は、利用月の４

か月後となります。  
軽減額

（率） 

対象サービスにおける利用料（１割負担分） 

及び食費・居住費（滞在費）に係る利用者負

担の１/４ 

＊老齢福祉年金受給者は１/２ 

＊日常生活費等実費負担分等を除く。 

＊生活保護受給者は、ユニット型個室の居住

費のみ全額軽減対象 

１か月の利用者負担（1 割負担分） 

総額のうち、3,000 円を超えた額 

住宅改修費、福祉用具購入費、食費、

居住費（滞在費）、日常生活費等実費

負担分を除く 

申請方法 下欄の書類を、市役所介護保険課（第二庁舎１階）窓口もしくは支所に提出または

介護保険課サービス担当宛てに郵送してください。 

＊申請受付後、結果が出るまで１か月程度かかります。対象認定期間は、申請月の初

日に 

さかのぼります。  
提出書類 

 

①申請書 

②家計状況申出書 

③同意書（世帯及び生計を一にする者全員の氏名と押印）（申請書の裏面にあります） 

④世帯全員及び生計を一にする者の預金通帳又はその写し（最近１年間以上の収入、

支出が記載されているもの。複数の口座がある場合は全て） 

⑤年金振込み通知書等（受給年金の種類・金額がわかるもの）又はその写し 

⑥健康保険被保険者証又はその写し（国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は不要） 

※長野市役所介護保険課のホームページに①②③があります。  
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提出書類 ①申請書  
②同意書（申請書の裏面にあります）  
※長野市役所介護保険課のホームページに①②があります。  

 
 問い合わせ先：長野市役所介護保険課 サービス担当  

                 ℡０２６－２２４－７８７１（直通）  
 

 
 

令和元年度ケアプラン点検推進研修・ケアプラン点検アドバイザー養成研修のご案

内 

 
より質の高いケアプランの点検及び介護支援専門員の育成を適切に実施できるよう、研修会が

開催されます。ぜひご参加ください。  
 
詳細につきましては、【別紙１】をご覧ください。  
なお、申し込みは各自で行うようお願いいたします。  
 

問合せ先：中部地域包括支援センター  
Ｔ Ｅ Ｌ：０２６－２２４－７１７４（直通）  

 
 
 

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支
援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせ
していく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話
またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 サービス担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

